
令和 7 年 9 月 

摂津市消費者安全確保地域協議会 

問い合わせ：事務局 摂津市産業振興課 

電話 06-6383-1362 

●令和 7 年の特殊詐欺被害 

件数        被害額 

大阪府 2,164 件 

 (前年比+439 件) 

約 73 億 8,256 万 2 千円 

(前年比+約 36 億 7,235 万円） 

摂津市 27 件 

（前年比+10 件） 

約 5,393 万 3 千円 

（前年比+約 2,799 万 8 千円） 
 

令和 7 年１月から 8 月の間、摂津市内では 27 件の被害が発生しています。 

被害の内訳：架空料金請求詐欺 7 件、オレオレ詐欺 13 件、 

 還付金詐欺 4 件、預貯金詐欺 2 件、融資保証金詐欺 1 件 

※最近は「固定電話」だけでなく「携帯電話」にも詐欺の電話がかかってきます。若い方も被

害に遭う可能性がありますので、ご注意ください。 

上記のほか、SNS 型投資ロマンス詐欺も増えており、令和 7 年 1 月から 8 月の間、大阪府下

で 836 件（前年比+181 件）100 億 2,351 万 7 千円（前年比+20 億 3,182 万 1 千円）、

摂津市内で 5 件（前年比-1 件）4,060 万 7 千円（前年比-1 億 585 万 3 千円）の被害が出

ていますので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摂津市の皆さん、特殊詐欺にはどうぞ気をつけてお過ごしください。 

心配なご高齢の方には自動通話録音装置を貸し出していますので、産業振興課（06-6383-

1362）までお問い合わせください（６５歳以上などの条件あり）。 

<海産物の電話勧誘トラブルに注意！> 

「前に旅行で来られた時に買ってもらった。今年も安くしておくので買って」と、海産

物の勧誘電話があり、買うと言ってしまったが、その土地に旅行した覚えはなかった。

商品は代金引換えで届くそうだが、騙されて契約したと思うと受け取りたくない。 

 

電話勧誘で海産物の購入をしつこく迫られ契約したというトラブルがあります。少しで

もおかしいと感じたら、きっぱり断りましょう。電話勧誘の場合、契約書面を受け取っ

てから８日間はクーリング・オフができます。 
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